
成１６年５月２７日判決言渡　同日原本領収　裁判所書記官
平成１５年・第２５３号預金払戻請求事件（平成１６年４月８日口頭弁論終結）
　　　　　　　　　判　　　　　決
　　　　　　　　　主　　　　　文
　　　１　原告の請求を棄却する。
　　　２　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　事　実　及　び　理　由
第１　請求
　１　被告は，原告に対し，２１６万円及び平成１５年６月５日から支払ずみまで
年６分の割合による金員を支払え。
　２　訴訟費用は被告の負担とする。
　３　仮執行宣言
第２　事案の概要
　　　本件は，盗まれた預金通帳と印鑑を利用されて預金を引き出された原告が，
被告銀行に対し，普通預金契約に基づき預金の払戻を請求した事案である。
　１　争いのない事実
　　・　被告は，銀行取引を業務とする株式会社である。
　　・　原告は，被告本店営業部において，平成１３年３月１３日総合口座取引契
約を締結し，原告名義の総合口座（口座番号　１７７５１７０）を開設した（以下
「本件口座」という）。
　　・　平成１４年６月１７日の時点での本件口座内の普通預金（以下「本件普通
預金」という）の残金は４１１万１８５３円であった。
　　・　平成１４年７月３日，被告本店において，Ａが，原告名義の普通預金払戻
請求書を作成し，盗取された普通預金通帳（以下「本件通帳」という）及び届出印
（以下「本件届出印」という）を用いて，本件普通預金のうち２５０万円の払戻請
求を行い，被告は同額をＡに支払った（以下「本件払戻」という）。
　　・　その後Ａは，同日午後０時１０分ころ，被告Ｂ支店において，上記と同様
にして，１６０万円の支払を求めた。
　　　　しかし，同支店で窓口係を担当していたＣは，払戻金額が１００万円以上
であったことから，被告において定められた内規に従い本人確認を行うこととし，
Ａに対し，本人であることの資料の提供を求めた。そこで，Ａは，原告名義の健康
保険証を提示したが，Ｃが写真付き身分証明書の提示を求めたところ，Ａは予め用
意してあったＡの写真付きの原告名の偽造運転免許証を提示した。しかし，当該運
転免許証は真正な運転免許証よりも厚く，かつ，「山梨県公安委員会」の記載及び
住所部分の表記の仕方が真正な運転免許証とは異なっていた。Ｃは，提示された運
転免許証を偽造の疑いが強いと判断し，上司に連絡し，Ａが原告を装って払戻を請
求したことが発覚した。
　２　原告の主張
　　・　原告は，Ａから，Ａが原告を装って預金を払い戻したことの損害賠償とし
て３４万円の支払を受けた。原告は，被告に対し，本件普通預金のうちＡへの支払
分と同額の２５０万円から上記３４万円を控除した２１６万円の預金払戻請求権を
有する。
　　・　免責約款の及ぶ範囲
　　　　免責約款といえども，社会的合理性の認められる範囲にしか効力は及ば
ず，被告に，他人に対し支払うことの認識があった場合，又は，預金者本人である
ことを確認をしなかったことにつき過失がある場合は免責約款の適用はない。
　　　　本件では，後記のとおり被告に過失が認められるため，免責約款の適用は
ない。
　　・　無過失の主張に対する反論
　　　　以下のとおり，被告は本件払戻に際し無過失とはいえず，準占有者に対す
る弁済に当たらない。
　　　・　被告の認識及び対策
　　　　ア　警視庁は，平成１１年９月６日以降，主立った都銀９行に対し通帳な
どの使用による預金引出事案の防止につき配慮を求めるなどした。さらに，平成１
２年ころからピッキングによる盗難事案が多発し，スキャナーを使用して副印鑑の
印影を読みとった上，払戻請求書に印字をして，盗取した預金通帳とともに窓口に
おいて払戻請求を行う事案が多発するようになった。そこで，多くの金融機関が副
印鑑制度を廃止し，印影をデータベース化するなどの措置をとるようになった。



　　　　　　被告においても，平成１４年６月２０日，副印鑑制度を廃止した。
        イ　被告において，預金口座開設店（以下「自店」という）以外の店舗
（以下「僚店」という）における払戻に関する内部規定の概要は，印鑑照合の他に
１００万円を超える払戻請求の場合には運転免許証など本人確認資料の提示を求
め，印鑑照合は窓口係と役席者の２名で行う等というものであり，自店でも同内容
の取扱をする旨内部規定を設けることは可能であった。
　　　・　本件払戻の状況　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　ア　本件払戻の際の請求金額は，原告の本件普通預金口座に残った残高約
４１１万円のうち２５０万円であり，残高の半分以上の金額の払戻請求であった。
また，Ａは，７月であるにもかかわらず帽子を目深にかぶり，払戻請求書を作成す
る際３回も書き直しをするなどの不審な挙動があった。
　　　　イ　原告の取引実績はキャッシュカードによる払戻のみであり，窓口によ
るものは存在しなかった。原告は，Ａが払戻請求をする以前，本件普通預金につき
１００万円以上の多額の払戻を行ってはいなかったし，窓口での取引履歴もなかっ
た。
　　　　ウ　被告本店の預金窓口担当者Ｄは，Ａに対し，上記アについての確認，
運転免許証又は印鑑証明による本人確認，口頭での住所・生年月日などの聞き取
り，キャッシュカードの暗証番号の聴取，使途についての会話，印鑑票との印鑑照
合，印鑑票に記載された個人情報との対比，のいずれも行わなかった。
　　・　よって，原告は，被告に対し，本件普通預金契約に基づき，２１６万円及
び本訴状送達の日の翌日である平成１５年６月５日から支払ずみまで年６分の割合
による遅延損害金の支払を求める。
　３　被告の主張
　　・　免責約款
　　　・　被告と原告間が締結した本件総合口座取引契約にかかる総合口座取引規
定１４条には，取引において払戻請求書，諸届その他書類に使用された印影を届出
の印鑑と相当の注意をもって照合し，相違ないものと認めて取り扱ったうえは，そ
れらの書類につき偽造，変造その他の事故があってもそのために生じた損害につい
ては，被告は責任を負わない旨の免責約定が定められている。
　　　・　平成１４年７月３日ころ，被告本店にＡが来店して本件普通預金につき
払戻請求を行った際，預金窓口担当者Ｄは，提出された払戻請求書に押捺された印
影と本件届出印の印影との照合を相当の注意をもって慎重に行い，その印影が同一
であることを確認して２５０万円を支払った。
　　　・　よって，被告の上記支払は上記約款に基づき免責される。
　  ・　準占有者に対する弁済
　　　　以下のとおり，本件払戻の際，被告は善意無過失であった。
　　　・　本件預金名義人である原告は日本人の女性であるところ，本件払戻請求
をしたＡも日本人女性であり，Ａには特に不自然な言動はなかった。さらに，Ａが
払戻請求を行った時間は午前１１時３０分ころであり，銀行の開店まぎわの時間な
どではなかった。
　　　・　Ｄは，払戻請求書に記載された原告名が預金者名と同一であること，払
戻請求書に押捺された印影と本件通帳の表紙の裏に押印してある本件届出印の印影
との照合を相当の注意を持って慎重に行い，その印影が同一であることを確認し
た。上記払戻請求書に記載された原告名に誤記・不一致はなく，訂正の形跡もなか
った。また，本件普通預金払戻当時，本件預金について事故届は提出されておら
ず，被告は本件通帳や届出印が窃取されたことを知らなかった。
　　　・　Ａの本件払戻請求当時の本件普通預金残高は約４１１万円であったが払
戻請求額はそのうち２５０万円であり，預金残高全額ないしは全額に近い金額では
なかった。
　４　本件の争点
　　　被告の払戻が債権の準占有者に対する弁済として有効か。払戻につき被告は
無過失か。
第３　争点に対する判断
　１　上記争いのない事実に証拠（甲１ないし５，甲６の１ないし４，甲７，甲８
の１ないし９，甲１９，乙１ないし６，１６ないし１９，証人Ｄ）及び弁論の全趣
旨を総合すれば，以下の事実が認められる。
　　・　平成１４年６月１７日から同年７月３日までの間，原告の自宅から何者か
が本件通帳及び届出印を盗み出した。しかし，原告宅において何者かが侵入した形



跡は見られなかったことから，原告は，盗難の被害には気がつかなかった。
　　　　原告は，同年７月３日，被告Ｂ支店から連絡を受けてはじめて上記犯行に
気がついた。
　　・　Ａは，平成１４年６月下旬，「Ｅ」と称する人物から，「簡単にできるア
ルバイトがある」と言われ，他人名義の口座から，当該口座の名義人になりすまし
て払戻を行う仕事を引き受けた。
　　　　Ａは，同年７月３日，氏名不詳の男に会い，本件通帳，本件届出印，Ａの
顔写真が貼られた「Ｘ」名の入った偽造運転免許証及びＸの氏名，住所などを記載
したメモを手渡され，以後，同人の指示のもと，払戻を行うことになった。
　　・　Ａは，同日，ヒョウ柄の帽子をやや目深にかぶり，本件普通預金口座開設
店である被告本店の南側出入口から中に入り，記帳台で払戻請求書に原告名及び本
件普通預金の口座番号を記載し，さらに本件届出印を押印した。この際Ａは，払戻
請求書を２回書き損じた。そして，Ａは上記払戻請求書を被告本店従業員で５番窓
口の係をしていたＤに提出し，Ｄが少々待つように言うと，Ａは５番窓口の近くに
ある最前列のソファーに座って手続を待った。
　　　　Ｄは払戻請求書に記載された氏名及び口座番号が本件通帳の預金名義人及
び口座番号と一致していること，本件通帳の裏の印影と払戻請求書の印影が同一の
印鑑によって押印されたものであることを確認し，また事故届出がないことも確認
した。被告の払戻請求書には住所欄がなく，また，自店での普通預金払戻について
の内規では，３００万円以上の払戻請求の場合に本人確認をすることになっていた
ため，Ｄは，Ａに対し特に身分証明書の提示を求めたりせず，Ａが預金者本人であ
ると信じた。
　　　　当時Ｄは３００万円までは自己の判断で払戻ができることとなっていたた
め，他の行員に相談することなく自己の判断で２５０万円の払戻を決定した。な
お，Ｄは，Ａが払戻請求書を書き損じたことを知らなかった。
　　　　Ｄが「Ｘさん」と呼んだところ，ソファーに座って待っていたＡが窓口に
来たので，現金２５０万円と本件預金通帳を渡した。Ａは，その場で現金を数える
ことはしないで，封筒に現金を入れて同店を出た。
　　・　その後，同日午後０時１０分ころ，Ａは，僚店である被告Ｂ支店におい
て，原告名義の本件普通預金の払戻請求書を作成し，１６０万円の支払を求めた。
　　　　しかし，同支店において窓口係を担当していたＣは，払戻請求金額が１６
０万円であり，１００万円以上であったことから，僚店に関する被告の内規に従い
本人確認を行うことにし，Ａに対し本人であることの資料の提示を求めた。
　　　　ＡはＡの顔写真付の原告名義の偽造運転免許証を提示したが，Ｃがこれを
偽造ではないかと疑いを持ち，上司に連絡し，Ａを別室に通して，山梨県警察に通
報したため，Ａが原告を装って払戻を請求したことが発覚した。
　２　本件払戻は債権の準占有者に対する弁済として有効か。
　　・　被告の総合口座取引規定において，被告が払戻請求書に使用された印影と
届出印鑑の印影を照合・確認すれば免責される旨規定されているが，そのような照
合・確認をした場合であっても，払戻が債権の準占有者に対する弁済として有効で
ない限り免責されることはないと解される。
　　　　そこで，本件払戻が債権の準占有者に対する弁済として有効か，すなわ
ち，被告が本件払戻につき無過失であったかどうかについて判断する。
　　・　上記認定事実によれば，被告の総合口座取引規定において，被告が相当の
注意をもって払戻請求書の印影と届出印の印影を照合して相違ないものと認めて払
戻をしたときは被告は責任を負わないものとされていること，本件において，被告
窓口担当者Ｄは印鑑照合を行い，その印影の同一性を確認した上で，Ａの本件普通
預金払戻請求に応じたこと，本件払戻請求当時，Ａが払戻請求書を書き損じたこと
をＤは知らなかったこと，Ａには何ら不審な言動がなかったことが認められる。
　　　　また，被告には，自店では３００万円以上，僚店では１００万円以上の普
通預金払戻請求に対し印鑑照合の他に身分証明書の提示を求める旨の内規が存在し
たが，これは被告が自主的に定めたものである上，自店で普通預金の出し入れ手続
がなされることが多く，これが通常の取引形態であるから，本件払戻当時，自店で
も１００万円以上とすべきであったとまではいえない。
　　　　なお，被告においては平成１５年１１月１０日以降自店で１００万円以上
の普通預金払戻請求の場合でも僚店と同様の扱いをするようになった（証人Ｄ）
が，これは自店における事故防止対策をとったものであり，平成１４年７月時点で
の自店における本件払戻について，上記結論を左右するものではない。



　　　　上記認定事実及び諸事情を総合考慮すれば，本件払戻の際には被告は無過
失であったと認められるから，本件払戻は準占有者に対する弁済として有効であ
り，被告の上記主張は理由がある。
　３　結論
　　　よって，原告の請求は理由がない。
　　　　　甲府地方裁判所民事部

　　　　　　　　　　　　裁　判　官　　　　　新　　堀　　亮　　一


